
令和２年４月１１日（土） 

 

施設ご利用の皆さまへ 

 

 平良体育施設のご利用について（お願い）  

 

 国の緊急事態宣言や宮古島市の新型コロナウイルス等対策本部の設置を受け 

平良体育施設の利用を下記のとおり制限することといたします。 

 ご利用する際に体調が優れない方の利用はご遠慮ください。手洗い、咳エチケットなどの

感染予防対策を徹底していただきますようお願いいたします。 

 

 

〇これまでの対策 

期間：４月７日（火）～４月２０日（月） 

場所：トレーニング室 全面禁止 

陸上競技場、体育館、市民球場、屋内運動場、前福運動場 一般利用のみ許可 

※前福運動場については、芝養生の為４月６日～４月２５日まで使用禁止とします。 

 

〇今後の対策 

期間：４月１４日（火）～４月２０日（月）延長する場合があります。 

場所：トレーニング室、体育館、市民球場、屋内運動場、前福運動場 全面禁止 

陸上競技場 一般利用のみ許可 

※前福運動場については、芝養生の為４月２５日まで使用禁止とします。 

 

小・中・高校生は休校が延長された場合には引き続き利用は禁止と致します。 


